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議事日程第１３号                               

 

令和５年（２０２３年）招集大阪狭山市議会定例会９月定例月議会議事日程 

令 和 ５ 年 （ ２ ０ ２ ３ 年 ） ８ 月 ３ １ 日 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 議 

議会期間（令和５年８月３１日から同年９月２７日まで２８日間） 

 

日程第 １   発議第２０号  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２   発議第２１号  議会運営委員の選任について 

日程第 ３   議員提出議案第３号  大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４   議案第７０号  教育委員会の委員の任命について 

日程第 ５   議案第７１号  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

日程第 ６   議案第７２号  池尻財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第 ７   議案第７３号  東野財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第 ８   議案第７４号  東野財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第 ９   議案第７５号  東野財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１０  議案第７６号  東野財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１１  議案第７７号  東野財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１２  議案第７８号  東野財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１３  議案第７９号  東野財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１４  議案第８０号  岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１５  議案第８１号  岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１６  議案第８２号  岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１７  議案第８３号  岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１８  議案第８４号  岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第１９  議案第８５号  岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第２０  議案第８６号  岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

日程第２１  議案第８７号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市一般会計歳入歳出決 

               算認定について 

日程第２２  議案第８８号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市国民健康保険特別会 
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               計（事業勘定）歳入歳出決算認定について 

日程第２３  議案第８９号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）歳入歳出決算認定について 

日程第２４  議案第９０号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別 

               会計歳入歳出決算認定について 

日程第２５  議案第９１号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計 

               歳入歳出決算認定について 

日程第２６  議案第９２号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市半田財産区特別会計 

               歳入歳出決算認定について 

日程第２７  議案第９３号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市東野財産区特別会計 

               歳入歳出決算認定について 

日程第２８   議案第９４号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計 

               歳入歳出決算認定について 

日程第２９   議案第９５号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市岩室財産区特別会計 

               歳入歳出決算認定について 

日程第３０   議案第９６号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市茱萸木財産区特別会 

               計歳入歳出決算認定について 

日程第３１   議案第９７号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市下水道事業会計決算 

               認定について 

日程第３２  議案第９８号  大阪狭山市地域包括ケアシステム推進条例について 

日程第３３  議案第９９号  災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第３４  議案第１００号  大阪狭山市財産区管理会の設置等に関する条例の一 

               部を改正する条例について 

日程第３５  議案第１０１号  大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第３６  議案第１０２号  大阪狭山市障害者地域活動支援センターの設置及び 

               管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第３７  議案第１０３号  福祉的給付金支給条例の一部を改正する条例につい 

               て 

日程第３８  議案第１０４号  大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 
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               について 

日程第３９  議案第１０５号  令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第５号）について 

日程第４０  議案第１０６号  令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市国民健康保険特別会 

               計（事業勘定）補正予算（第１号）について 

日程第４１  議案第１０７号  令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市介護保険特別会計 

               （事業勘定）補正予算（第１号）について 

日程第４２  議案第１０８号  令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計 

               補正予算（第１号）について 

日程第４３  報告第 ６ 号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市健全化判断比率の報 

               告について 

日程第４４  報告第 ７ 号  令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市資金不足比率の報告 

               について 

日程第４５  報告第 ８ 号  令和４年度（２０２２年度）公益財団法人大阪狭山市文化振 

               興事業団の事業実績及び決算の報告について 

日程第４６  請願第 ２ 号  ２０２４年度からの大阪府統一国民健康保険料率等 

               の中止を求める請願について 

日程第４７  陳情第 ３ 号  水道料金の福祉減免制度の継続を求める陳情につい 

               て 

日程第４８  要望第 ４ 号  加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の 

               創設を求める要望について 

日程第４９  要望第 ５ 号  上下水道料金の福祉減免の継続を求める要望につい 

               て 

 

  



4 

発議第２０号 

 

 

会議録署名議員の指名について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８０条の規

定により、下記のとおり署名議員を指名する。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                   大阪狭山市議会議長 北  好 雄  

 

 

記 

 

 

             ５番  山 本 あさみ 

             ６番  深 江 容 子 
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発議第２１号 

 

 

議会運営委員の選任について 

 

 

 大阪狭山市議会委員会条例（昭和２９年大阪狭山市条例第１１号）第５条第１項

の規定により、下記のとおり議会運営委員を選任されたい。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                   大阪狭山市議会議長 北  好 雄  

 

 

記 

 

 

議会運営委員       １ 人 
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議員提出議案第 ３ 号 

 

 

大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関 

する条例の一部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条及び大阪狭山市議会会議規則（昭和

６２年大阪狭山市議会規則第１号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり提出

する。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

 大阪狭山市議会議長 北  好 雄 様 

 

 

                 大阪狭山市議会議員 中 井 勝 也 

                    同 上    中 野  学 

                    同 上    西 野 滋 胤 
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   大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市議会議員の議員報酬の額の特例に関する条例（令和２年大阪狭山市条例

第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中「令和２年５月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和５年１０月１

日から令和９年４月３０日まで」に、「１００分の５」を「１００分の１０」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７０号 

 

 

教育委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

      住 所  大阪府堺市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

                        

      氏 名  山 田 順 久 

 

           昭和２９年〇〇月〇〇日生 
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議案第７１号 

 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 

 

 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

      住 所  奈良県奈良市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

      氏 名  中 村 雄 太 

 

           昭和５９年〇〇月〇〇日生 
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議案第７２号 

 

 

池尻財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を池尻財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

     住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  金 正 憲 治 

 

          昭和２２年〇〇月〇〇日生 
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議案第７３号 

 

 

東野財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を東野財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

     住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  山 本 正 雄 

 

          昭和２３年〇〇月〇〇日生 
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議案第７４号 

 

 

東野財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を東野財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

     住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  山 本 耕 平 

 

          昭和２３年〇〇月〇〇日生 
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議案第７５号 

 

 

東野財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を東野財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

     住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  林 部 髙 明 

 

          昭和２６年〇〇月〇〇日生 
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議案第７６号 

 

 

東野財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を東野財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  山 本 恒 弘 

 

          昭和３０年〇〇月〇〇日生 
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議案第７７号 

 

 

東野財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を東野財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  森  昭 弘 

 

          昭和３１年〇〇月〇〇日生 
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議案第７８号 

 

 

東野財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を東野財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  上 田 武 弘 

 

          昭和３１年〇〇月〇〇日生 



17 

議案第７９号 

 

 

東野財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を東野財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  上 田 和 伸 

 

          昭和３６年〇〇月〇〇日生 
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議案第８０号 

 

 

岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を岩室財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

     住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  北 井  誠 

 

          昭和２７年〇〇月〇〇日生 
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議案第８１号 

 

 

岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を岩室財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

     住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  髙 林 正 啓 

 

          昭和２９年〇〇月〇〇日生 
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議案第８２号 

 

 

岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を岩室財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

     住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  越 智 正 己 

 

          昭和３１年〇〇月〇〇日生 
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議案第８３号 

 

 

岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を岩室財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  木 林  洋 

 

          昭和３１年〇〇月〇〇日生 
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議案第８４号 

 

 

岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を岩室財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  谷  富二男 

 

          昭和３２年〇〇月〇〇日生 
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議案第８５号 

 

 

岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を岩室財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  川 﨑 豊 信 

 

          昭和３７年〇〇月〇〇日生 
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議案第８６号 

 

 

岩室財産区管理会の財産区管理委員の選任につ 

いて 

 

 

 下記の者を岩室財産区管理会の財産区管理委員に選任したいので、大阪狭山市財産

区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）第３条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

     氏 名  北 野 養 守 

 

          昭和３９年〇〇月〇〇日生 
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議案第８７号 

 

 

令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市一般会計歳入歳 

         出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認

定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                                        大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第８８号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市国民健康保険特 

         別会計（事業勘定）歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算を別紙監査委

員の意見を付けて議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第８９号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市介護保険特別会 

         計（事業勘定）歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９０号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市後期高齢者医療 

         特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９１号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市池尻財産区特別 

         会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９２号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市半田財産区特別 

         会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市半田財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９３号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市東野財産区特別 

         会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市東野財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９４号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市今熊財産区特別 

         会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市今熊財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９５号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市岩室財産区特別 

         会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市岩室財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付け

て議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９６号 

 

 

         令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市茱萸木財産区特 

         別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和４年

度（２０２２年度）大阪狭山市茱萸木財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。 

      

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

                                    

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第９７号 

 

 

令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市下水道事業会計 

決算認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、令和

４年度（２０２２年度）大阪狭山市下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の

認定に付する。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

  



36 

議案第９８号 

 

 

大阪狭山市地域包括ケアシステム推進条例につ 

いて      

 

 

大阪狭山市地域包括ケアシステム推進条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

  



37 

大阪狭山市地域包括ケアシステム推進条例 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、医療、介護、介護予防、 

住まい及び生活支援が一体的かつ継続的に提供される地域包括ケアシステムの深化・ 

推進が必要である。地域包括ケアシステムは、市、医療介護等関係者、市民等が協働 

して構築するものであり、地域の特性に応じて作り上げていくことが求められている。 

大阪狭山市において築かれてきた地域社会を基盤として、市、医療介護等関係者、

市民等がそれぞれの役割を理解し行動することで、地域包括ケアシステムを深化・推

進し、「介護が必要な状態や認知症になっても、高齢者一人ひとりが社会を構成する一

員として尊重され、いきいきと暮らせるやさしさのあるまち大阪狭山市」の実現をめ

ざし、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、地域包括ケアシステムの深化・推進に関する基本理念及び基本

事項を定め、市の責務並びに医療介護等関係者及び市民等の役割を明らかにするこ

とによって、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域社

会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、介護保険法（平

成９年法律第１２３号。以下「法」という。）及び同法に基づく命令等において使用

する用語の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 地域包括ケアシステム 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関

する法律（平成元年法律第６４号）第２条第１項に規定する地域包括ケアシステ

ムをいう。 

 ⑵ 医療介護等関係者 医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援の各分野に関

わる事業者その他従事者等をいう。 

 ⑶ 市民等 本市の区域内に居住する者、本市の区域内に通勤又は通学する者並び

に本市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の活動する団体等をいう。 

 ⑷ 介護予防 要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若



38 

しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。 

 ⑸ 自助 自らのできる範囲で、健康管理や介護予防に自ら取り組むことをいう。 

 ⑹ 互助 家族又は地域の支え合い等によりお互いが助け合うことをいう。 

 ⑺ 共助 介護保険その他の社会保障制度の仕組みによって組織化され、制度化さ

れた地域の活動により、共に助け合うことをいう。 

 ⑻ 公助 税による社会保障等により行政がサービスを提供することをいう。 

（基本理念） 

第３条 市は、法の趣旨に基づき、次に掲げる事項を基本理念として地域包括ケアシ

ステムを推進しなければならない。 

 ⑴ 高齢者の尊厳の保持及び住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすための自 

  立支援を基本とするものであること。 

 ⑵ 地域の自主性及び主体性に基づき、地域の特性に応じて構築していくものであ 

 ること。 

⑶ 市、医療介護等関係者及び市民等が、それぞれの役割を理解し、協働して構築 

していくべきものであること。 

 ⑷ 市、医療介護等関係者及び市民等が、自助、互助、共助及び公助の考え方に基

づき、それぞれの役割分担の下に行うべきものであること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念を尊重し、地域包括ケアシステムの推進に関

する施策（以下「地域包括ケアシステム推進施策」という。）を総合的かつ効果的に

実施するものとする。 

２ 市は、医療介護等関係者及び市民等に対し地域包括ケアシステム推進施策を広く

周知するとともに、相互に連携及び協働するものとする。 

３ 市は、自助、互助、共助及び公助の考え方における市の役割を踏まえ、地域づく

りを促進するため、必要な支援を行うものとする。 

（医療介護等関係者の役割） 

第５条 医療介護等関係者は、それぞれの役割を理解し、必要な情報の共有を行うこ

とで、医療、介護及び介護予防等を一体的に提供できる体制を整備するよう努める

ものとする。 

２ 医療介護等関係者は、地域包括ケアシステム推進施策に積極的に協力するよう努
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めるものとする。 

（市民等の役割） 

第６条 市民等は、いつまでも自分らしい生活を続けることができるよう、介護予防

及び健康の維持増進に努めるものとする。 

２ 市民等は、お互いに尊重し、助け合い、地域等における共助に積極的に協力する

よう努めるものとする。 

３ 市民等は、地域包括ケアシステム推進施策に積極的に協力するよう努めるものと

する。 

（基本施策） 

第７条 市は、地域包括ケアシステム推進施策の基本施策として、次に掲げる施策を

実施する。 

 ⑴ 医療又は介護が必要な場合に、在宅医療・介護を切れ目なく提供するための施 

  策 

 ⑵ 認知症に関する正しい知識を普及啓発し、認知症の者又はその家族を支える施 

  策 

 ⑶ 介護予防に関する施策 

 ⑷ 地域住民の主体性を活かした生活支援等サービスの体制を整備する施策 

 ⑸ 地域で培ってきたコミュニティの力を活かした社会的孤立を防止するための施 

 策 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 

（地域包括ケアシステムの推進に関する調査及び審議） 

第８条 市は、大阪狭山市附属機関設置条例（平成２５年大阪狭山市条例第６号）第

２条第１項第１号の表に規定する大阪狭山市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業

計画推進委員会において、地域包括ケアシステムの推進に必要な調査及び審議を行

い、地域包括ケアシステム推進施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

（相談体制の整備） 

第９条 市は、大阪狭山市地域包括支援センター及び大阪狭山市権利擁護支援セン 

ター並びに他の関係機関等と連携し、支援が必要な者及びその家族が気軽に相談で

きる体制の整備を図るものとする。 

（委任） 
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第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９９号 

 

                 

 災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改         

 正する条例について 

 

 

災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり提出す

る。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

    

災害派遣手当等の支給に関する条例（昭和３９年大阪狭山市条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

  

第１条中「第４４条」を「第２６条の８」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣

手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１００号 

  

 

大阪狭山市財産区管理会の設置等に関する条例          

の一部を改正する条例について 

  

  

大阪狭山市財産区管理会の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り提出する。 

  

  

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

  

  

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市財産区管理会の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

  

大阪狭山市財産区管理会の設置等に関する条例（平成１８年大阪狭山市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「東野財産区」の次に「、今熊財産区」を加える。 

第２条の表東野財産区の項の次に次のように加える。 

今熊財産区 今熊財産区管理会 ７人 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０１号 

 

 

         大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

 

 大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市市税条例（昭和４０年大阪狭山市条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１８条の８第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができ

なかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、施行令第 

４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところにより、同項の納税義務

者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該控除することが

できなかつた金額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金

額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年

度分の個人の府民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、

若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。 

 第１９条の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「前

２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」

を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当

該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定に

よる申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与

支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による

申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めると

ころにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に

代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

第２１条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によつて」を「に

より」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて 
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賦課し、及び徴収する。 

第２３条の２中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合

算額」に、「によつて」を「により」に改める。 

第２４条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第

５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「によつて」

を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によつて」を「により」に

改める。 

第２７条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

同条第２項中「通知によつて」を「通知により」に、「第１７条の２の規定によつて」

を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、

同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村

徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入することを委

託したものとみなす」に改める。 

第２８条の２第１項中「によつて徴収することが」を「により徴収することが」に、

「である場合においては」を「である場合には」に改め 、「及び均等割額」の次に「（こ

れと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第２８条の５におい

て同じ。）」を加え、「によつて徴収する場合においては」を「により徴収する場合には」

に、「によつて徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項

中「によつて」を「により」に改める。 

第２８条の６第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、同条第２項中「方法によつて」を「方法により」に、「第１７条の２の規定によつ

て」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみな

して、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該

市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入するこ

とを委託したものとみなす」に改める。 

附則第５条の３に次の１項を加える。 

１５ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分

の１とする。 

附則第５条の４第１１項を同条第１２項とし、同条第１０項の次に次の１項を加え 
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る。 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に係

る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに

係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

 ⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 ⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 ⑷ 当該工事が完了した年月日 

⑸ 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、３

月以内に提出することができなかつた理由 

附則第１６条の２第４項及び第１８条第３項中「１００分の１０」を「１００分の

３５」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１８条の８第２項並びに第２１条の見出し及び同条第１項の改正規定、同条

に１項を加える改正規定並びに第２３条の２、第２４条、第２７条、第２８条の

２及び第２８条の６の改正規定並びに附則第１６条の２第４項及び第１８条第

３項の改正規定並びに次条第１項及び附則第３条の規定 令和６年１月１日 

⑵ 第１９条の３の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の大阪狭山市市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第２号に掲げる規定による改正後の大阪狭山市市税条例第１９条の３第２項 
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の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき大阪狭山市市税条例第１９条

の３第１項に規定する給与（以下この項において「給与」という。）について提出す

る同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与

について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の大阪狭山市市税条例附則第 

１６条の２第４項の規定は、令和６年１月１日以後に取得された三輪以上の軽自動

車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された

三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前

の例による。 

２ 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の大阪狭山市市税条例附則第１８条

第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、

令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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議案第１０２号 

 

 

大阪狭山市障害者地域活動支援センターの設置 

及び管理に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 

 

大阪狭山市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

 

大阪狭山市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例（平成２４年

大阪狭山市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「平成１７年法律第１２３号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

 第７条第１号中「１８歳以上の身体障害者又は知的障害者」を「法第４条第１項に

規定する障害者」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０３号 

 

 

福祉的給付金支給条例の一部を改正する条例に 

ついて      

 

 

福祉的給付金支給条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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福祉的給付金支給条例の一部を改正する条例 

 

 福祉的給付金支給条例（昭和４９年大阪狭山市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 

題名を次のように改める。 

戦傷病者見舞金及び原子爆弾被爆者見舞金支給条例 

第１条中「老齢者、ひとり親家庭等の児童等の福祉の増進及び処遇の向上を図るた

め福祉的給付金（以下「給付金」という。）を給付する」を「戦傷病者見舞金及び原

子爆弾被爆者見舞金（以下「見舞金」という。）を戦傷病者及び原子爆弾被爆者に対

して支給することで、福祉の増進に寄与する」に改める。 

第２条中「給付金の給付」を「見舞金の支給」に改める。 

第３条の見出しを「（見舞金の種類等）」に改め、同条中「給付金の種類」を「見舞

金の種類」に、「給付金の額」を「額」に改める。 

第４条各号列記以外の部分中「給付金の給付」を「見舞金の支給」に、「、給付」を

「、支給」に改め、同条第１号中「給付時」を「支給時」に改め、同条第２号中「給

付時」を「支給時」に、「なつた」を「なった」に改め、同条第３号中「給付金の給付」

を「見舞金の支給」に改める。 

第５条中「給付を」を「支給を」に、「給付金」を「見舞金」に改める。 

別表敬老祝金の項及びひとり親家庭等児童給付金の項を削る。 

 

  附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１０４号 

 

 

大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する 

条例について 

 

 

大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

第１条 大阪狭山市国民健康保険条例（昭和３６年大阪狭山市条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

第２７条の３第２項中「雇用保険受給資格者証」の次に「又は同令第１９条第３

項に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。 

第２条 大阪狭山市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

第１４条第１項及び第２０条第１項第１号中「第３５条の２の６第１１項又は第

１５項」を「第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「第３５条の２の６第１５

項」を「第３５条の２の６第１１項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日

から施行する。 
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議案第１０５号 

 

 

         令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第５号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度（２０２３年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第５号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１０６号 

 

 

         令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市国民健康保険特 

         別会計（事業勘定）補正予算（第１号）につい 

         て 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度（２０２３年度）大阪狭山市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）を別案

のとおり提出する。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１０７号 

 

 

令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市介護保険特別会 

計（事業勘定）補正予算（第１号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度（２０２３年度）大阪狭山市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）を別案のと

おり提出する。 

 

 

    令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第１０８号 

 

 

         令和５年度（２０２３年度）大阪狭山市池尻財産区特別 

         会計補正予算（第１号）について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度（２０２３年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計補正予算（第１号）を別案のとおり提出す

る。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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報告第 ６ 号 

 

 

令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市健全化判断比率 

の報告について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１

項の規定により、令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市健全化判断比率を別紙監査委員の意

見を付けて下記のとおり報告する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

（単位：％） 

実 質 赤 字 比 率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将 来 負 担 比 率 

    ― 

 （ １２．９６ ） 

    ― 

 （ １７．９６ ） 

    ３．７ 

 （ ２５．０ ） 

     ― 

 （ ３５０．０ ） 

備考 

 １ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比

率が算定されない場合は、「―」を記載している。 

 ２ 早期健全化基準を括弧内に記載している。 
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報告第 ７ 号 

 

 

令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市資金不足比率の 

報告について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第

１項の規定により、令和４年度（２０２２年度）大阪狭山市資金不足比率を別紙監査委員の意

見を付けて下記のとおり報告する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

会計の名称 資金不足比率（％） 

 下水道事業会計 ― 

備考 資金不足比率が算定されない場合は、「―」を記載している。 
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報告第 ８ 号 

 

 

令和４年度（２０２２年度）公益財団法人大阪狭山市文

化振興事業団の事業実績及び決算の報告につい

て 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、令和

４年度（２０２２年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の事業実績及び決算について

別紙のとおり報告する。 

 

 

令和５年（２０２３年）８月３１日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 

 


